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尾崎小学校ＰＴＡ

尾崎小学校区子ども会育成協議会

本部役員選出規約

第１章 総則

第１条 本規約は、尾崎小学校ＰＴＡ、尾崎小学校区子ども会育成協議会の本部役員の選出方法につい

て定める。

第２条 本規約で選出された役員の任期は、１月１日から翌年の４月３０日までとする。

第２章 選出母体集団

第３条 尾崎小学校区を５ブロックに分ける。内訳は次のとおりとする。

ブロック１―北洞、北町１、北町２、北町３、北町４、北町５、北町６、北町７

ブロック２―柄山、南町１、南町２、南町３、南町４、南町５、南町６

ブロック３―西町１

ブロック４―西町２

ブロック５―西町３、西町５

第３章 選考委員の設置

第４条 前条のブロックごとに、ＰＴＡ地区代議員の内２名、子ども会育成長の内２名の計４名を選出

し選考委員会を組織する。

第４章 本部役員選出

第５条１．各ブロックの選考委員は、１２月３１日までに、小学校在籍児童の父母のうちから下記人数

を本部役員候補として選出する。選出方法は各選考委員に一任する。

ブロック１―２名

ブロック２―４名

ブロック３―１名

ブロック４―１名

ブロック５―２名

第５条２．各ブロックの本部役員選出人数は世帯数の増減に伴い、次年度本部役員選出開始までに協議

し決定する。

尚、協議及び決定に関しては、第５章 規約の改正第１１条を適用する。

第６条１．本部役員候補１０名により話し合いを行い、次のように役職を決定する。

ＰＴＡ会長…１名

子ども会育成協議会会長…１名

ＰＴＡ副会長…４名

子ども会育成協議会副会長…４名

第６条２．立候補で選出された本部役員候補は優先してＰＴＡもしくは子ども会育成協議会を選択する

ことができる。

但し、希望人数によってはこの限りではない。

第６条３．組織の公平性及び透明性を維持するため、ＰＴＡ及び子ども会育成協議会の本部役員の任期

は連続２年とする。

第７条 前条の話し合いの日時、場所及び方法等については、現ＰＴＡ、子ども会育成協議会、両本部

の打ち合わせにより決定する。

第８条 ＰＴＡ役員、子ども会育成協議会の役員は、もう一方の役員になることはできない。
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第９条 ＰＴＡ、子ども会育成協議会のいずれかの本部役員及び、各務原市ＰＴＡ連合会の執行部役員

を経験した世帯の選考は行わない。

但し、第２条で定める任期途中で退任した者を本部役員経験者とみなす判断は両本部会で協議し、Ｐ

ＴＡ常任委員会及び子ども会育成指導者会双方の承認を得なければならない。

第１０条 次の者の本部役員選出については、配慮する。

1 未就園児を持つ者

2 みどり学級通級の子を持つ者

第５章 規約の改正

第１１条 この本部役員選出規約の改正は、尾崎小学校ＰＴＡ・尾崎小学校校区子ども会育成協議会の

本部役員で協議し、ＰＴＡ常任委員会及び子ども会育成指導者会双方の承認を得なければならない。

平成２１年 ４月２５日一部改正

平成２４年 ３月 ５日一部改正

平成２５年 ４月２７日一部改正

平成２６年１２月１６日一部改正

平成２９年 ３月 ８日一部改正（第９条、第１１条）

平成３０年 ３月 ７日一部改正（第５条、第６条）

平成３０年１０月１1日一部改正（第５条、第６条）


